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北九州市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する

。

平成３０年２月２８日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

北九州市規則第４号

北九州市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則

北九州市個人情報保護条例施行規則（平成１７年北九州市規則第４３号）の

一部を次のように改正する。

目次中「第１条」を「第１条・第１条の２」に改める。

第１章中第１条の次に次の１条を加える。 

（要配慮個人情報） 

第１条の２ 条例第２条第４項の規則で定める記述等は、次に掲げる事項のい

ずれかを内容とする記述等（本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除

く。）とする。 

（１） 次に掲げる心身の機能の障害があること。

 ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）別表に掲げる身体上

の障害

 イ 知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）にいう知的障害

 ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３

号）にいう精神障害（発達障害者支援法（平成１６年法律第１６７号）

第２条第２項に規定する発達障害を含み、イに掲げるものを除く。）

 エ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第４条第１項の政令で定めるものによる障害の程度が同項

の厚生労働大臣が定める程度であるもの

（２） 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者（次号に

おいて「医師等」という。）により行われた疾病の予防及び早期発見のた

めの健康診断その他の検査（同号において「健康診断等」という。）の結

果

（３） 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を

理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又

は診療若しくは調剤が行われたこと。

（４） 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴

の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

（５） 本人を少年法（昭和２３年法律第１６８号）第３条第１項に規定す
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る少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分

その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

第４条各号列記以外の部分中「第１４条第１項第９号」を「第１４条第１項

第１０号」に改め、同条第２号中「第２条第４項第１号」を「第２条第６項第

１号」に改める。 

第６条第２号中「第２条第４項第１号」を「第２条第６項第１号」に改める

。 

 第３号様式中

改め、同様式注書第１項中「その余白部分」を「余白」に改める。

心身の状況 社会生活 思想信条等
□健康状態（  ） □学  歴（  ） □思想・信条（  ）
□病  歴（  ） □職業・職歴（  ） ・宗教
□身体特徴（  ） □資格・賞罰（  ） □社会的差別（  ）
□性  格（  ） □成績・評価（  ） の原因となる
□そ の 他（  ） □収入・財産（  ）  個人情報

□納税状況（  ） □そ の 他（  ）
□公的扶助（  ）
□趣  味（  ）
□そ の 他（  ）

家庭状況等 その他
□家族状況（  ）
□婚 姻 歴（  ）
□親族関係（  ）
□そ の 他（  ）

心身の状況 社会生活 要配慮個人情報
□健康状態（  ） □学  歴（  ） □人 種（  ）
□身体特徴（  ） □職業・職歴（  ） □信 条（  ）
□性  格（  ） □資格・賞罰（  ） □社会的身分（  ）
□そ の 他（  ） □成績・評価（  ） □病 歴（  ）

□収入・財産（  ） □犯 罪 歴（  ）
□納税状況（  ） □犯罪被害（  ）
□公的扶助（  ） □障 害（  ）
□趣  味（  ） □健康診断等（  ）
□そ の 他（  ） □健康指導等（  ）

□刑事事件手続（  ）
家庭状況等 □少年保護事件（  ）

□家族状況（  ） 手続
□婚 姻 歴（  ） 余白
□親族関係（  ）
□そ の 他（  ）

を

「

」

「

」

に
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付 則

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。
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北九州市公告第１２６号

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、随意契約の相手方

を決定したので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則

（平成７年北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公

告する。 

  平成３０年２月２８日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 特定役務の名称及び数量

  八幡特別支援学校スクールバス運行業務 一式 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市教育委員会事務局学校支援部学事課

  北九州市小倉北区大手町１番１号 

３ 契約の相手方を決定した日 

  平成３０年１月１７日 

４ 契約の相手方の名称及び住所 

  西鉄バス北九州株式会社 

  北九州市小倉北区砂津１丁目１番２号 

５ 契約金額 

  １億５，４８３万９６０円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約の理由 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第８

 号に該当するため 

８ 一般競争入札の公告をした日 

  平成２９年１１月２０日
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工事名 （仮称）横代南団地市営住宅電気工事
工事場所 北九州市小倉南区横代南町三丁目１１番
工事内容 市営住宅の建設電気工事
工期 請負契約締結の日から平成３１年３月２５日まで
予定価格 ３，４２３万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 電気工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 電気工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

実績

平成２４年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び病院局を含む。以下「本市」という。
）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の電気
工事（信号機又は電気計装設備に係る工事を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員
として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があ
ること。

（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が発注した予定価格１，２０
　０万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の電気工事（信号機又は電気計装設備
　に係る工事を除く。）を単体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次
　のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

ア 北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した電気工事の優良業者で
あるとき。

イ 工事の施工の一時中止（注４）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
間中であるとき。

ウ 当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注５）を
協議（注６）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。

（２）　本市が発注した予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の電気工事（信号機又は電気計装設備に係る工事を除く。）で平成３０年２月２６日から
　本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注７）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　入札の中
　止

５　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間

６　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成３０年３月２０日　午前９時４５分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

７　開札の場
　所及び日時

８　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

（１）　平成３０年３月１５日及び同月１６日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年３月１９日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から平成３０年３月５日まで（注７）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年３月６日　午前９時から正午まで

本件工事に関連する「（仮称）横代南団地市営住宅建設工事」が入札不成立となった場合は、本件工事の入
札を中止する。

北九州市公告第１２８号

手持工事等

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

　　平成３０年２月２８日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治
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　規定する有資格業者名簿をいう。

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者

１０　その他

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話 ０９３－５８２－２２５
６

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

９　入札の無
　効

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以
　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設
　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。
注４　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第

　第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約

　２０条、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時中止
　をいう。
注５　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２５条第５項及び第６項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条

　約款第２５条第７項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条第７項）に規定する協
　議をいう。
注７　この公告第３項及び第５項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
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工事名 西部斎場大規模改修電気工事（第３期）
工事場所 北九州市八幡西区本城五丁目６番１号
工事内容 斎場の大規模改修電気工事
工期 請負契約締結の日から平成３０年１１月３０日まで
予定価格 ２，９９９万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 電気工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 電気工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

実績

平成２４年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び病院局を含む。以下「本市」という。
）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の電気
工事（信号機又は電気計装設備に係る工事を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員
として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があ
ること。

（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が発注した予定価格１，２０
　０万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の電気工事（信号機又は電気計装設備
　に係る工事を除く。）を単体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次
　のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した電気工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注４）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注５）を
　　協議（注６）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。

（２）　本市が発注した予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の電気工事（信号機又は電気計装設備に係る工事を除く。）で平成３０年２月２６日から
　本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注７）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　入札の中
　止

５　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
６　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成３０年３月２０日　午前１０時１分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

（１）　この公告の日から平成３０年３月５日まで（注７）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年３月６日　午前９時から正午まで

北九州市公告第１２９号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　平成３０年２月２８日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。） 手持工事等

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

本件工事に関連する「西部斎場大規模改修工事（第３期）」が入札不成立となった場合は、本件工事の入札を
中止する。

（１）　平成３０年３月１５日及び同月１６日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年３月１９日　午前９時から午後４時３０分まで

７　開札の場
　所及び日時

８　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
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９　入札の無
　効

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

（５）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
　規定する有資格業者名簿をいう。
注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

注７　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　２０条、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時中止
　をいう。
注５　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２５条第５項及び第６項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条
　第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約

（４）　本工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となること
　ができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市契約部ホームページに掲載した「現場代理人
　の常駐義務緩和に関する取扱要領」を参照すること。

　約款第２５条第７項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条第７項）に規定する協
　議をいう。

注４　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第

１０　その他

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
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工事名 萩原団地第３工区市営住宅電気工事
工事場所 北九州市八幡西区萩原二丁目３番
工事内容 市営住宅の建設電気工事
工期 請負契約締結の日から平成３１年４月２３日まで
予定価格 ３，３８３万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 電気工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 電気工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

実績

平成２４年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び病院局を含む。以下「本市」という。
）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の電気
工事（信号機又は電気計装設備に係る工事を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員
として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があ
ること。

（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が発注した予定価格１，２０
　０万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の電気工事（信号機又は電気計装設備
　に係る工事を除く。）を単体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次
　のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した電気工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注４）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注５）を
　　協議（注６）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。

（２）　本市が発注した予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の電気工事（信号機又は電気計装設備に係る工事を除く。）で平成３０年２月２６日から
　本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注７）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　入札の中
　止

５　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
６　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成３０年３月２０日　午前９時５３分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

（１）　この公告の日から平成３０年３月５日まで（注７）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年３月６日　午前９時から正午まで

北九州市公告第１３０号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　平成３０年２月２８日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。） 手持工事等

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

本件工事に関連する「萩原団地第３工区市営住宅建設工事」が入札不成立となった場合は、本件工事の入札を
中止する。

（１）　平成３０年３月１５日及び同月１６日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年３月１９日　午前９時から午後４時３０分まで

７　開札の場
　所及び日時

８　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
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９　入札の無
　効

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

注４　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第

１０　その他

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
　規定する有資格業者名簿をいう。
注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

　約款第２５条第７項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条第７項）に規定する協
　議をいう。
注７　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　２０条、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時中止
　をいう。
注５　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２５条第５項及び第６項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条
　第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
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工事名 （仮称）宮の前団地市営住宅電気工事
工事場所 北九州市八幡西区楠橋東一丁目１０番
工事内容 市営住宅の建設電気工事
工期 請負契約締結の日から平成３１年３月２５日まで
予定価格 ２，８２４万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 電気工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 電気工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

実績

平成２４年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び病院局を含む。以下「本市」という。
）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の電気
工事（信号機又は電気計装設備に係る工事を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員
として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があ
ること。

（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が発注した予定価格１，２０
　０万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の電気工事（信号機又は電気計装設備
　に係る工事を除く。）を単体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次
　のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した電気工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注４）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注５）を
　　協議（注６）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。

（２）　本市が発注した予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の電気工事（信号機又は電気計装設備に係る工事を除く。）で平成３０年２月２６日から
　本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注７）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　入札の中
　止

５　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
６　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成３０年３月２０日　午前１０時９分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

（１）　この公告の日から平成３０年３月５日まで（注７）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年３月６日　午前９時から正午まで

北九州市公告第１３１号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　平成３０年２月２８日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。） 手持工事等

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

本件工事に関連する「（仮称）宮の前団地市営住宅建設工事」が入札不成立となった場合は、本件工事の入札
を中止する。

（１）　平成３０年３月１５日及び同月１６日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年３月１９日　午前９時から午後４時３０分まで

７　開札の場
　所及び日時

８　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
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９　入札の無
　効

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

（５）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
　規定する有資格業者名簿をいう。
注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

注７　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　２０条、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時中止
　をいう。
注５　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２５条第５項及び第６項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条
　第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約

（４）　本工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となること
　ができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市契約部ホームページに掲載した「現場代理人
　の常駐義務緩和に関する取扱要領」を参照すること。

　約款第２５条第７項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条第７項）に規定する協
　議をいう。

注４　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第

１０　その他

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
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工事名 日吉台光明線道路照明灯設置工事（２９－３）
工事場所 北九州市八幡西区折尾三丁目ほか
工事内容 道路照明灯の設置工事
工期 請負契約締結の日から平成３０年７月２７日まで
予定価格 １，５４５万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 電気工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ又はＢ
許可 電気工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。

所在地
本店又は主たる営業所（注３）が北九州市若松区内、八幡東区内、八幡西区内又は戸畑区内に
あること。

実績

平成２４年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び病院局を含む。以下「本市」という。
）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の電気
工事（信号機又は電気計装設備に係る工事を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員
として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があ
ること。

（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、Ａランク業者については予定価格
　１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の、Ｂランク業者については
　予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の本市が発注した
　電気工事（信号機又は電気計装設備に係る工事を除く。）を単体又は共同企業体の構成員と
　して施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した電気工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注４）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注５）を
　　協議（注６）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　Ａランク業者については予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額
　を含む。）の、Ｂランク業者については予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消
  費税相当額を含む。）の本市が発注した電気工事（信号機又は電気計装設備に係る工事を除
  く。）で平成３０年２月２６日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業
  体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注７）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成３０年３月２０日　午前１０時１７分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

（１）　平成３０年３月１５日及び同月１６日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年３月１９日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から平成３０年３月５日まで（注７）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年３月６日　午前９時から正午まで

北九州市公告第１３２号

手持工事等

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

　　平成３０年２月２８日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治
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　規定する有資格業者名簿をいう。

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

９　その他

（５）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

８　入札の無
　効

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
（４）　本工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となること

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

　ができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市契約部ホームページに掲載した「現場代理人
　の常駐義務緩和に関する取扱要領」を参照すること。

　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。
注４　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第

　第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約

　２０条、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時中止
　をいう。
注５　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２５条第５項及び第６項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条

　約款第２５条第７項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条第７項）に規定する協
　議をいう。
注７　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
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工事名 （仮称）横代南団地市営住宅機械工事

工事場所 北九州市小倉南区横代南町三丁目１１番

工事内容 市営住宅の建設機械工事

工期 請負契約締結の日から平成３１年３月２５日まで

予定価格 ３，４６５万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。

登録工種 管工事(希望順位が第１順位であること。)

等級（注２） Ａ

許可 管工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。

所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

実績

平成２４年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び病院局を含む。以下「本市」という。
）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の管工
事（都市ガス又はＬＰガスに係る工事を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員とし
て指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があるこ
と。

手持工事等
本市が発注した予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の管工
事（都市ガス又はＬＰガスに係る工事を除く。）で平成３０年２月２６日から本件開札日まで
の間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注４）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　入札の中
　止

５　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間

６　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

日時 平成３０年３月２０日　午前１０時３３分

最低制限価格 設ける。

入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい

ずれかに該当する場合は、免除する。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

７　開札の場
　所及び日時

８　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

９　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札

（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

（１）　平成３０年３月１５日及び同月１６日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年３月１９日　午前９時から午後４時３０分まで

北九州市公告第１３３号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　平成３０年２月２８日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告の日から平成３０年３月５日まで（注４）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年３月６日　午前９時から正午まで

本件工事に関連する「（仮称）横代南団地市営住宅建設工事」が入札不成立となった場合は、本件工事の入札
を中止する。
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注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

　規定する有資格業者名簿をいう。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

注４　この公告第３項及び第５項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

１０　その他

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。
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工事名 西部斎場大規模改修機械工事（第３期）

工事場所 北九州市八幡西区本城五丁目６番１号

工事内容 斎場の大規模改修機械工事

工期 請負契約締結の日から平成３０年１０月２６日まで

予定価格 ６，００７万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。

登録工種 管工事(希望順位が第１順位であること。)

等級（注２） Ａ

許可 管工事業について特定建設業の許可を受けていること。

所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

実績

平成２４年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び病院局を含む。以下「本市」という。
）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の管工
事（都市ガス又はＬＰガスに係る工事を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員とし
て指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があるこ
と。

手持工事等
本市が発注した予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の管工
事（都市ガス又はＬＰガスに係る工事を除く。）で平成３０年２月２６日から本件開札日まで
の間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注４）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　入札の中
　止

５　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間

６　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

日時 平成３０年３月２０日　午前１０時２５分

最低制限価格 設ける。

入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい

ずれかに該当する場合は、免除する。

（１）　平成３０年３月１５日及び同月１６日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年３月１９日　午前９時から午後４時３０分まで

北九州市公告第１３４号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　平成３０年２月２８日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告の日から平成３０年３月５日まで（注４）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年３月６日　午前９時から正午まで

本件工事に関連する「西部斎場大規模改修工事（第３期）」が入札不成立となった場合は、本件工事の入札を
中止する。

７　開札の場
　所及び日時

８　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

９　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札

（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
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１０　その他

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

　規定する有資格業者名簿をいう。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

注４　この公告第３項及び第５項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。
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工事名 萩原団地第３工区市営住宅機械工事

工事場所 北九州市八幡西区萩原二丁目３番

工事内容 市営住宅の建設機械工事

工期 請負契約締結の日から平成３１年４月２３日まで

予定価格 ３，４００万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。

登録工種 管工事(希望順位が第１順位であること。)

等級（注２） Ａ

許可 管工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。

所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

実績

平成２４年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び病院局を含む。以下「本市」という。
）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の管工
事（都市ガス又はＬＰガスに係る工事を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員とし
て指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があるこ
と。

手持工事等
本市が発注した予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の管工
事（都市ガス又はＬＰガスに係る工事を除く。）で平成３０年２月２６日から本件開札日まで
の間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注４）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　入札の中
　止

５　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間

６　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

日時 平成３０年３月２０日　午前１０時４１分

最低制限価格 設ける。

入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい

ずれかに該当する場合は、免除する。

（１）　平成３０年３月１５日及び同月１６日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年３月１９日　午前９時から午後４時３０分まで

北九州市公告第１３５号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　平成３０年２月２８日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告の日から平成３０年３月５日まで（注４）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年３月６日　午前９時から正午まで

本件工事に関連する「萩原団地第３工区市営住宅建設工事」が入札不成立となった場合は、本件工事の入札を
中止する。

７　開札の場
　所及び日時

８　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

９　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札

（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
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１０　その他

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

　規定する有資格業者名簿をいう。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

注４　この公告第３項及び第５項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。
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工事名 （仮称）宮の前団地市営住宅機械工事

工事場所 北九州市八幡西区楠橋東一丁目１０番

工事内容 市営住宅の建設機械工事

工期 請負契約締結の日から平成３１年３月２５日まで

予定価格 ２，８８１万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。

登録工種 管工事(希望順位が第１順位であること。)

等級（注２） Ａ

許可 管工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。

所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

実績

平成２４年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び病院局を含む。以下「本市」という。
）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の管工
事（都市ガス又はＬＰガスに係る工事を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員とし
て指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があるこ
と。

手持工事等
本市が発注した予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の管工
事（都市ガス又はＬＰガスに係る工事を除く。）で平成３０年２月２６日から本件開札日まで
の間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注４）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　入札の中
　止

５　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間

６　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

日時 平成３０年３月２０日　午前１０時４９分

最低制限価格 設ける。

入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい

ずれかに該当する場合は、免除する。

（１）　平成３０年３月１５日及び同月１６日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年３月１９日　午前９時から午後４時３０分まで

北九州市公告第１３６号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　平成３０年２月２８日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告の日から平成３０年３月５日まで（注４）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年３月６日　午前９時から正午まで

本件工事に関連する「（仮称）宮の前団地市営住宅建設工事」が入札不成立となった場合は、本件工事の入札
を中止する。

７　開札の場
　所及び日時

８　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

９　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札

（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
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１０　その他

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務

（５）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

 (４)　 本工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となること
　ができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市契約部ホームページに掲載した「現場代理人
　の常駐義務の緩和に関する取扱要領」を参照すること。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

　規定する有資格業者名簿をいう。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

注４　この公告第３項及び第５項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。
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工事名 折尾東西線道路改築工事（２９－１）
工事場所 北九州市八幡西区東折尾町ほか
工事内容 工事延長　１０２メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から平成３０年１０月３１日まで
予定価格 ５，４５６万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

総合評価落札
方式

適用しない。

受発注者間情
報共有システ
ム

試行対象としない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ又はＢ
許可 土木工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。

所在地
本店又は主たる営業所（注３）が北九州市若松区内、八幡東区内、八幡西区内又は戸畑区内に
あること。

実績

平成２４年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び病院局を含む。以下「本市」という。
）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の土木
工事について、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有り
と認めたものも含む。）又は契約の実績があること。

（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、Ａランク業者については本市が平
　成２８年度又は平成２９年度に発注した予定価格（注４）５，０００万円以上（消費税及び
　地方消費税相当額を含む。）の、Ｂランク業者については本市が平成２８年度又は平成２９
　年度に発注した予定価格２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の土
　木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）を単体又
　は共同企業体の構成員として施工中（受発注者間情報共有システム試行対象工事を落札した
　者で契約手続中のものを含む。）でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、こ
　の限りでない。

　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
　　協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　Ａランク業者については予定価格５，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額
　を含む。）の、Ｂランク業者については予定価格１，０００万円以上（消費税及び地方消費
　税相当額を含む。）の本市が発注した土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市
　が指定した特殊工事を除く。）で平成３０年２月２６日から本件開札日までの間に開札する
　ものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注８）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成３０年３月２０日　午前９時４０分
最低制限価格 設ける。

北九州市公告第１３７号

手持工事等

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

　　平成３０年２月２８日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

６　開札の場
　所及び日時

（１）　平成３０年３月１５日及び同月１６日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年３月１９日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から平成３０年３月５日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年３月６日　午前９時から正午まで

７　入札及び
　契約に関す
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入札保証金 免除する。
　る条件 契約保証金 契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい

ずれかに該当する場合は、免除する。

　規定する有資格業者名簿をいう。

　７８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

注５　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第

　第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約

　２０条、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時中止
　をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２５条第５項及び第６項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条

　約款第２５条第７項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条第７項）に規定する協
　議をいう。
注８　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１

注４　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

　契約に関す

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

８　入札の無
　効

９　その他

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　）とする。

2626



工事名 日吉台光明線道路改築工事（２９－８）
工事場所 北九州市八幡西区折尾五丁目
工事内容 工事延長　９５．８メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から平成３０年９月３０日まで
予定価格 ３，２７５万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

受発注者間情
報共有システ
ム

試行対象としない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ｂ
許可 土木工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。

所在地
本店又は主たる営業所（注３）が北九州市若松区内、八幡東区内、八幡西区内又は戸畑区内に
あること。

実績

平成２４年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び病院局を含む。以下「本市」という。
）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の土木
工事について、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有り
と認めたものを含む。）又は契約の実績があること。

（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が平成２８年度又は平成２９
  年度に発注した予定価格（注４）２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む
  。）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）
  を単体又は共同企業体の構成員として施工中（受発注者間情報共有システム試行対象工事を
　落札した者で契約手続中のものを含む。）でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場
　合は、この限りでない。

　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
　　協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。

（２）　本市が発注した予定価格１，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
　平成３０年２月２６日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成
　員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注８）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成３０年３月２０日　午前９時５０分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

（１）　平成３０年３月１５日及び同月１６日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年３月１９日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から平成３０年３月５日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年３月６日　午前９時から正午まで

契約保証金

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

手持工事等

北九州市公告第１３８号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

　　平成３０年２月２８日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
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注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務

９　その他

　規定する有資格業者名簿をいう。

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　）とする。

（３）　下請代金の総額が、３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以
　下に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設
　業担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

　約款第２５条第７項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条第７項）に規定する協

　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

　をいう。

注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

注８　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　議をいう。

注４　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。
注５　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時中止

注６　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工

注７　北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
　事請負契約約款第２５条第５項及び第６項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

８　入札の無
　効

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
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工事名 日明渡船場線（中原工区）道路改築工事（２９－１５）
工事場所 北九州市戸畑区小芝三丁目
工事内容 工事延長　１８０メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から１９７日間
予定価格 ２，９７９万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

受発注者間情
報共有システ
ム

試行対象としない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ｂ
許可 土木工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。

所在地
本店又は主たる営業所（注３）が北九州市若松区内、八幡東区内、八幡西区内又は戸畑区内に
あること。

実績

平成２４年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び病院局を含む。以下「本市」という。
）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の土木
工事について、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有り
と認めたものを含む。）又は契約の実績があること。

（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が平成２８年度又は平成２９
  年度に発注した予定価格（注４）２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む
  。）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）
  を単体又は共同企業体の構成員として施工中（受発注者間情報共有システム試行対象工事を
　落札した者で契約手続中のものを含む。）でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場
　合は、この限りでない。

　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
　　協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。

（２）　本市が発注した予定価格１，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
　平成３０年２月２６日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成
　員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注８）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成３０年３月２０日　午前９時５５分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

（１）　平成３０年３月１５日及び同月１６日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年３月１９日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から平成３０年３月５日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年３月６日　午前９時から正午まで

契約保証金

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

手持工事等

北九州市公告第１３９号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

　　平成３０年２月２８日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
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　現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」を参照すること。

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

８　入札の無
　効

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

　約款第２５条第７項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条第７項）に規定する協

　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

　をいう。

注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

注８　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　議をいう。

注４　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。
注５　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時中止

注６　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工

注７　北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
　事請負契約約款第２５条第５項及び第６項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務

９　その他

　規定する有資格業者名簿をいう。

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　）とする。

（３）　下請代金の総額が、３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以
　下に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設
　業担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務

（５）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

（４）　本工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となること
　ができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載した「
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工事名 山田緑地遊戯施設整備工事
工事場所 北九州市小倉北区山田町
工事内容 遊具　３基　ほか
工期 請負契約締結の日から平成３０年７月３１日まで
予定価格 ３，３３２万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

受発注者間情
報共有システ
ム

試行対象としない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 造園工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 造園工事業について特定建設業又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

実績

平成２４年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び病院局を含む。以下「本市」という。
）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の造園
工事について、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有り
と認めたものを含む。）又は契約の実績があること。

手持工事等
本市が発注した予定価格１，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の造園
工事で平成３０年２月２６日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の
構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注４）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成３０年３月２０日　午前９時３５分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

（１）　この公告の日から平成３０年３月５日まで（注４）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年３月６日　午前９時から正午まで

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　平成３０年３月１５日及び同月１６日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年３月１９日　午前９時から午後４時３０分まで

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

北九州市公告第１４０号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

　　平成３０年２月２８日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

　規定する有資格業者名簿をいう。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務

９　その他

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業

　）とする。

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
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　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。
注４　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
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工事名 皇后崎浄化センターⅠサブ終沈トラフ取替他改良工事
工事場所 北九州市八幡西区夕原町
工事内容 Ⅰサブ終沈トラフ取替工　一式　ほか
工期 請負契約締結の日から平成３０年９月３０日まで
予定価格 ３，８２７万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

受発注者間情
報共有システ
ム

試行対象としない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ｂ
許可 土木工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。

所在地
本店又は主たる営業所（注３）が北九州市若松区内、八幡東区内、八幡西区内又は戸畑区内に
あること。

実績

平成２４年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び病院局を含む。以下「本市」という。
）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の土木
工事について、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有り
と認めたものも含む。）又は契約の実績があること。

（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が平成２８年度又は平成２９
  年度に発注した予定価格（注４）２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む
  。）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）
  を単体又は共同企業体の構成員として施工中（受発注者間情報共有システム試行対象工事を
　落札した者で契約手続中のものを含む。）でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場
　合は、この限りでない。

　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
　　協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。

（２）　本市が発注した予定価格１，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
　平成３０年２月２６日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成
　員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注８）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成３０年３月２０日　午前９時４５分

北九州市上下水道局公告第１９号

手持工事等

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

　　平成３０年２月２８日

道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市上下水道局長　有　田　仁　志

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
公告する。

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

６　開札の場
　所及び日時

（１）　平成３０年３月１５日及び同月１６日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年３月１９日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から平成３０年３月５日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年３月６日　午前９時から正午まで
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最低制限価格 設ける。

入札保証金 免除する。

契約保証金
契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

注５　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第

　第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約

　２０条、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時中止
　をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２５条第５項及び第６項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条

　約款第２５条第７項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条第７項）に規定する協
　議をいう。
注８　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

注４　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。

９　その他

　）とする。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務

　５９号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

　号）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

８　入札の無
　効

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務

3434



工事名 井手浦系配水本管φ６００布設工事
工事場所 北九州市小倉南区津田新町三丁目地内ほか
工事内容 鋳鉄管据付工　内径６００ミリメートル　１６６．７メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から１３５日間
予定価格 ３,９９１万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式
受発注者間情
報共有システ 試行対象としない。
ム
登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 水道施設工事
等級（注２） Ａ（希望順位を問わない。）
許可 水道施設工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

平成２４年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び病院局を含む。以下「本市」という。
）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の水道
施設工事又は土木工事について、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入
札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。
本市が発注した予定価格２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の水道
施設工事（管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で平成３０年２月２
６日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でない
こと。
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係

技術者 が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

この公告の日から本件開札日まで（注４）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間
６　開札の場 場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
　所及び日時 日時 平成３０年３月２０日　午前１０時

最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

（１）　平成３０年３月１５日及び同月１６日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年３月１９日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。 

９　その他

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務

　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下

　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

北九州市上下水道局公告第２０号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  北九州市上下水道局長　有　田　仁　志

公告する。
　　平成３０年２月２８日

期間

（２）　平成３０年３月６日　午前９時から正午まで
（１）　この公告の日から平成３０年３月５日まで（注４）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

適用しない。

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

実績

手持工事等

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間
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（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　号）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第

　）とする。

注４　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８

注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

　５９号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。

　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
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工事名 高峰二丁目配水管布設替工事（１工区）
工事場所 北九州市戸畑区高峰二丁目地内
工事内容 鋳鉄管据付工　内径１００ミリメートル　２７４．６メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から２１０日間
予定価格 ３,５５７万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式
受発注者間情
報共有システ 試行対象としない。
ム
登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 水道施設工事
等級（注２） Ａ（希望順位を問わない。）
許可 水道施設工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

平成２４年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び病院局を含む。以下「本市」という。
）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の水道
施設工事又は土木工事について、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入
札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。
本市が発注した予定価格２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の水道
施設工事（管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で平成３０年２月２
６日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でない
こと。
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係

技術者 が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

この公告の日から本件開札日まで（注４）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間
６　開札の場 場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
　所及び日時 日時 平成３０年３月２０日　午前１０時０５分

最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  北九州市上下水道局長　有　田　仁　志

公告する。
　　平成３０年２月２８日

期間

（２）　平成３０年３月６日　午前９時から正午まで
（１）　この公告の日から平成３０年３月５日まで（注４）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

適用しない。

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

実績

手持工事等

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

北九州市上下水道局公告第２１号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下

　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

（１）　平成３０年３月１５日及び同月１６日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年３月１９日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。 

９　その他

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務

　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
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　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　号）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第

　）とする。

注４　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８

注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

　５９号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。

　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
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工事名 日明浄化センター脱硫器機械設備改良工事
工事場所 北九州市小倉北区西港町９６番地の３
工事内容 日明浄化センター脱硫器機械設備の改良工事
工期 請負契約締結の日から平成３１年３月１５日まで
予定価格 ２億１，６１７万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。)
総合評価落札
方式

適用する。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 機械器具設置工事（希望順位を問わない。）
許可 機械器具設置工事業について特定建設業の許可を受けていること。

所在地
北九州市内に、本店、主たる営業所（注２）、支店又は営業所のいずれもない者であっても競
争参加することができる。
次の指名実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。以下同じ。）又は施工実績
を有すること。
（１）　指名実績については、次のいずれの条件も満たす北九州市（上下水道局、交通局及び
　病院局を含む。以下「本市」という。）が発注した公共下水道プラント工事（撤去工事及び
　建築設備工事を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として、指名実績を有する
　こと。ただし、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率２０パーセント以上のものに
　限る。
　ア　平成２４年度以降の指名であること。
　イ　予定価格（消費税及び地方消費税相当額を除く。）が、７，０００万円以上であること
　　。
  ウ　現有水処理能力４万ｍ3/日以上の終末処理場での機械器具設置工事であること。
　エ　汚泥消化タンク設備工事であること。

（２）　施工実績については、次のいずれの条件も満たす地方公共団体又は地方共同法人日本
　下水道事業団が発注した公共下水道プラント工事（撤去工事及び建築設備工事での実績を除
　く。）又は流域下水道プラント工事（撤去工事及び建築設備工事での実績を除く。）を元請
　として施工した実績を有すること。ただし、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率
　２０パーセント以上のものに限る。
　ア　平成１９年度以降に受注し、かつ、平成２９年３月３１日までに完成し、又は引渡しが
　　完了していること。
　イ　当初契約金額（消費税及び地方消費税相当額を除く。）が、７，０００万円以上である
　　こと。
  ウ　現有水処理能力４万ｍ3/日以上の終末処理場での機械器具設置工事であること。
　エ　汚泥消化タンク設備工事であること。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注３）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５ 入札書の
受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成３０年４月３日 午前９時
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

実績

６ 開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

北九州市上下水道局公告第２２号

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

　　平成３０年２月２８日

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水
道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
公告する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市上下水道局長　有　田　仁　志

（１）　平成３０年３月２２日及び同月２３日 午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年３月２６日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から平成３０年３月９日まで（注３）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年３月１２日　午前９時から正午まで
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９　その他

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。
注３　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

　号）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第
　５９号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。
注２　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
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工事名 折尾ポンプ場２号雨水ポンプ機械設備改良工事
工事場所 北九州市八幡西区中須一丁目２番４１号
工事内容 折尾ポンプ場２号雨水ポンプ機械設備の改良工事
工期 請負契約締結の日から平成３１年３月１５日まで
予定価格 １億２，４４２万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。)
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 機械器具設置工事（希望順位を問わない。）
許可 機械器具設置工事業について特定建設業の許可を受けていること。

所在地
北九州市内に、本店、主たる営業所（注２）、支店又は営業所のいずれもない者であっても競
争参加することができる。
次の指名実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。以下同じ。）又は施工実績
を有すること。
（１）　指名実績については、次のいずれの条件も満たす北九州市（上下水道局、交通局及び
　病院局を含む。以下「本市」という。）が発注した公共下水道プラント工事（撤去工事及び
　建築設備工事を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として、指名実績を有する
　こと。ただし、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率２０パーセント以上のものに
　限る。
　ア　平成２４年度以降の指名であること。
　イ　予定価格（消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。）が、本件工事の予定価格
　　の３分の１以上であること。
  ウ　下水道施設として設置されたポンプ場施設内での機械器具設置工事であること。なお、
　　ポンプ場には終末処理場内ポンプ場を含む。
　エ　口径３５０ｍｍ以上のポンプ設備の工事であること。ただし、水中ポンプを除く。

（２）　施工実績については、次のいずれの条件も満たす地方公共団体又は地方共同法人日本
　下水道事業団が発注した公共下水道プラント工事（撤去工事及び建築設備工事での実績を除
　く。）又は流域下水道プラント工事（撤去工事及び建築設備工事での実績を除く。）を元請
　として施工した実績を有すること。ただし、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率
　２０パーセント以上のものに限る。
　ア　平成１９年度以降に受注し、かつ、平成２９年３月３１日までに完成し、又は引渡しが
　　完了していること。
　イ　当初契約金額（消費税及び地方消費税相当額を除く。）が、本件工事の予定価格の３分
　　の１以上であること。
　ウ　下水道施設として設置されたポンプ場施設内での機械器具設置工事であること。なお、
　　ポンプ場には終末処理場内ポンプ場を含む。
　エ　口径３５０ｍｍ以上のポンプ設備の工事であること。ただし、水中ポンプを除く。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注３）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５ 入札書の
受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成３０年３月２７日 午前９時
最低制限価格 設けない。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

実績

６ 開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

北九州市上下水道局公告第２３号

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

　　平成３０年２月２８日

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水
道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
公告する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市上下水道局長　有　田　仁　志

（１）　平成３０年３月２２日及び同月２３日 午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年３月２６日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から平成３０年３月９日まで（注３）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年３月１２日　午前９時から正午まで
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９　その他

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。
注３　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

　号）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第
　５９号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。
注２　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
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正誤表

年 号 頁 訂正箇所 正 誤

平 成 ３ ０

年

第 ４ １ ３

５号

２ 上から３２行

目

平成３０年

３月２２日

（木）午後２

時から午後

３時まで

平成２９年

３月２２日

（木）午後１

４時から午

後１５時ま

で

4343


